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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　枠と、上下枠に沿って摺動可能に設けた障子とを備え、障子は、上框の室内外方向の一
方側に位置する一方側壁と他方側に位置する他方側壁との間に補助材が設けてあり、補助
材は室内外方向の一方側に位置する一方側壁を有し、上框の他方側壁と補助材の一方側壁
とが上枠の障子案内レールと見込方向で重合しており、補助材は、上下動可能に設けてあ
って、障子を枠に建て込んだ状態で一方側壁の上端が上框の他方側壁の上端よりも上方に
位置させられるようにしてあり、障子が下がって上框の他方側壁と障子案内レールとの掛
かりがなくなったときに、補助材の一方側壁が上枠の障子案内レールよりも一方側に位置
する上枠の垂下片に引っ掛かることを特徴とする建具。
【請求項２】
　枠と、上下枠に沿って摺動可能に設けた障子とを備え、障子は、上框の室内外方向の一
方側に位置する一方側壁と他方側に位置する他方側壁との間に補助材が設けてあり、補助
材は室内外方向の一方側に位置する一方側壁を有し、障子上部が上枠の障子案内溝に案内
してあり、上框の他方側壁と補助材の一方側壁とが上枠の障子案内溝の他方側の垂下片と
見込方向で重合しており、補助材は、上下動可能に設けてあって、障子を枠に建て込んだ
状態で一方側壁の上端が上框の他方側壁の上端よりも上方に位置させられるようにしてあ
り、障子が下がって上框の他方側壁と上枠の障子案内溝の他方側の垂下片との掛かりがな
くなったときに、補助材の一方側壁が上枠の障子案内溝の他方側の垂下片に引っ掛かるこ
とを特徴とする建具。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、上下枠に沿って摺動する障子を備える建具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　引戸式のサッシの障子は、上枠と下枠間に上下けんどん式に建て込んでいるが、障子が
下がると、障子上部の上枠のレールとの掛かりが無くなり、外障子が室外側に、内障子が
室内側に外れるおそれがあった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は以上に述べた実情に鑑み、障子上部の上枠との掛かりが無くなったときでも、
障子が枠から外れるのを防止できる建具の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記の課題を達成するために請求項１記載の発明による建具は、枠と、上下枠に沿って
摺動可能に設けた障子とを備え、障子は、上框の室内外方向の一方側に位置する一方側壁
と他方側に位置する他方側壁との間に補助材が設けてあり、補助材は室内外方向の一方側
に位置する一方側壁を有し、上框の他方側壁と補助材の一方側壁とが上枠の障子案内レー
ルと見込方向で重合しており、補助材は、上下動可能に設けてあって、障子を枠に建て込
んだ状態で一方側壁の上端が上框の他方側壁の上端よりも上方に位置させられるようにし
てあり、障子が下がって上框の他方側壁と障子案内レールとの掛かりがなくなったときに
、補助材の一方側壁が上枠の障子案内レールよりも一方側に位置する上枠の垂下片に引っ
掛かることを特徴とする。
【０００５】
　請求項２記載の発明による建具は、枠と、上下枠に沿って摺動可能に設けた障子とを備
え、障子は、上框の室内外方向の一方側に位置する一方側壁と他方側に位置する他方側壁
との間に補助材が設けてあり、補助材は室内外方向の一方側に位置する一方側壁を有し、
障子上部が上枠の障子案内溝に案内してあり、上框の他方側壁と補助材の一方側壁とが上
枠の障子案内溝の他方側の垂下片と見込方向で重合しており、補助材は、上下動可能に設
けてあって、障子を枠に建て込んだ状態で一方側壁の上端が上框の他方側壁の上端よりも
上方に位置させられるようにしてあり、障子が下がって上框の他方側壁と上枠の障子案内
溝の他方側の垂下片との掛かりがなくなったときに、補助材の一方側壁が上枠の障子案内
溝の他方側の垂下片に引っ掛かることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　請求項１記載の発明による建具は、上框の一方側壁と他方側壁との間に補助材が設けて
あり、補助材は一方側壁を有し、上框の他方側壁と補助材の一方側壁とが上枠の障子案内
レールと見込方向で重合しており、補助材は、上下動可能に設けてあって、障子を枠に建
て込んだ状態で一方側壁の上端が上框の他方側壁の上端よりも上方に位置させられるよう
にしてあり、障子が下がって上框の他方側壁と障子案内レールとの掛かりがなくなったと
きに、補助材の一方側壁が上枠の障子案内レールよりも一方側に位置する上枠の垂下片に
引っ掛かるので、障子が下がって上框の他方側壁の障子案内レールとの掛かりがなくなっ
ても、補助材の一方側壁が上枠に引っ掛かることで、障子が枠から外れるのを防止できる
。
【０００７】
　請求項２記載の発明による建具は、上框の一方側壁と他方側壁との間に補助材が設けて
あり、補助材は一方側壁を有し、障子上部が上枠の障子案内溝に案内してあり、上框の他
方側壁と補助材の一方側壁とが上枠の障子案内溝の他方側の垂下片と見込方向で重合して
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おり、補助材は、上下動可能に設けてあって、障子を枠に建て込んだ状態で一方側壁の上
端が上框の他方側壁の上端よりも上方に位置させられるようにしてあり、障子が下がって
上框の他方側壁と上枠の障子案内溝の他方側の垂下片との掛かりがなくなったときに、補
助材の一方側壁が上枠の障子案内溝の他方側の垂下片に引っ掛かるので、障子が下がって
上框の他方側壁の上枠の障子案内溝との掛かりがなくなっても、補助材の一方側壁が上枠
に引っ掛かることで、障子が枠から外れるのを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態に係る建具の縦断面図である。
【図２】（ａ）は同建具の外障子の平面図、（ｂ）は同外障子の上部の室内側正面図であ
る。
【図３】図２のＡ－Ａ断面図である。
【図４】樹脂部品及び板バネの斜視図である。
【図５】風止め板の斜視図である。
【図６】同建具の外障子及び内障子が下がったときの状態を示す縦断面図である。
【図７】外障子及び内障子を上下枠間に建て込むときの状態を示す縦断面図である。
【図８】本発明の建具の他の実施形態を示す図であって、（ａ）は内障子を全開にしたと
きの横断面図、（ｂ）はこのときの建具上部の室内側正面図である。
【図９】内障子の上框に設けられる振れ止めの取付状態を示す縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１～３は、本発明の建具の一
実施形態を示している。この建具は、ビル用の引違い窓に適用したものであって、図１に
示すように、躯体（図示省略）の開口部に取付けられる枠１と、枠１内に引違い状に開閉
自在に設けた外障子２と内障子３を備える。
　枠１は、上枠１１と下枠と左右の縦枠を四周枠組みして構成してある。外障子２と内障
子３は、上框４と下框と戸先框１２と召合せ框１３とを四周框組みし、その内側に複層ガ
ラス１４を嵌め込んで構成してある。
【００１０】
　上枠１１は、図１に示すように、室外側端部に室外側垂下片１５を有し、室外側垂下片
１５の室内側に外障子２の上部を案内する障子案内レール９が垂下して設けてある。さら
に上枠１１は、室内外方向の中間に中間垂下片１６を有し、室内側端部に室内側垂下片１
０を有し、中間垂下片１６と室内側垂下片１０とで内障子３の上部を案内する障子案内溝
１７を形成している。中間垂下片１６と室内側垂下片１０の下部には、室外側に向けてタ
イト材１８が設けてあり、各タイト材１８が外障子２の室内側面と内障子３の室内側面に
それぞれ当接している。
　外障子２と内障子３との召合せ部の上方の上枠１１の障子案内溝１７内には、風止め板
１９が設けてある。風止め板１９は、上枠１１に係合取付けされる基部２０と、基部２０
より左右方向に間隔をおいて垂下した複数の垂下片２１を有している。また上枠１１は、
額縁等に重ねてねじ止めされるアングル２２が室内側に突出して設けてある。
【００１１】
　外障子２の上框４は、図１，３に示すように、外壁５と内壁６とで上向きに開口する溝
２３を形成してあり、当該溝２３内にアルミニウム合金の押出形材よりなる補助材７が設
けてある。補助材７は、図２に示すように、上框４の略全長に亘って設けてある。補助材
７は、図１，３に示すように、室外側に起立する外壁８と、室内側に起立する内壁２４と
、外壁８と内壁２４の下部を繋ぐ横壁２５とを有する略コ字形断面に形成され、外壁８の
方が内壁２４よりも上方にのびている。そして、上框４の内外壁５，６と補助材７の外壁
８とが上枠１１の障子案内レール９と見込方向で重合している。
　また補助材７は、図２に示すように、左右両端部下面側に板バネ２６，２６が設けてあ
り、図１，３に示すように、板バネ２６，２６により外壁８の上端が上框４の内壁６の上
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端よりも上方に位置するように上方に付勢してある。補助材７は、板バネ２６，２６で上
向きに付勢された状態で上框４の溝２３内で上下動可能となっており、外壁８の上端が上
框４の内壁６の上端と同じ高さになるまで下降可能である。補助材７は、図３に示すよう
に、上框４の外壁５と内壁６とで上下動可能にガイドされると共に、外壁８の室外側面と
内壁２４の室内側面に設けた上下の突起２７と、上框４の溝２３内に設けられた上下の突
起２８とにより、上下に動ける範囲が規制されている。
　通常の使用状態においては、補助材７の外壁８は、上枠１１の室外側垂下片１５及び障
子案内レール９と見込方向に離間しており、補助材７の外壁８の上端は上枠１１の内周側
面から上下方向に離間している。すなわち補助材７は、上枠１１と当接しないようにして
ある。
【００１２】
　図２に示すように、上框４の長手方向端部と戸先框１２及び召合せ框１３との間には樹
脂部品２９，２９が設けてある。樹脂部品２９は、図４に示すように、障子案内レール９
が通る溝を有する略Ｕ字形の基部３０と、基部３０の下部より上框４の長手方向中央側に
突出して設けたバネ保持部３１を有している。樹脂部品２９は、図３に示すように、基部
３０に形成した溝３２に上框４の溝２３内に設けられた突起２８を係合し、上框４の溝２
３内に保持してある。補助材７は、図２に示すように、左右両側の樹脂部品２９，２９の
基部３０に挟まれており、さらに基部３０には、図３，４に示すように、外壁８が上下に
まっすぐスライドするようにガイドするガイド部３３を有しているので、補助材７が左右
方向や室内外方向に傾いて噛み込んだりすることがなく、スムーズに上下にスライドする
。バネ保持部３１には、板バネ２６の外側の端部が保持してある。
【００１３】
　次に補助材７等の取付け方を説明する。補助材７は、外障子２を框組みする前に、上框
４の一方の小口より長手方向にスライドさせて上框４の溝２３内に配置される。その後、
上框４の両端の小口より、図４に示すように板バネ２６を取付けた樹脂部品２９を上框４
の溝２３内に差し入れる。その後、図２に示すように、上框４の両端をシーラー３６を挟
んで戸先框１２及び召合せ框１３の内周側面に突き当て、側方からのねじ３８で戸先框１
２及び召合せ框１３を上框４と連結固定する。
【００１４】
　以上、外障子２について述べたが、内障子３の上框４にも外障子２と同じように、補助
材７、樹脂部品２９及び板バネ２６が設けてあり（図１参照）、上框４の内外壁５，６と
補助材７の外壁８とが上枠１１の障子案内溝１７の室内側垂下片１０と見込方向で重合し
ている。上枠１１の障子案内溝１７の垂下片１０，１６と補助材７の外壁８との間には隙
間が設けてあり、通常の使用状態では補助材７が上枠１１と当接しないようにしてある。
そして補助材７は、外壁８の上端が上框４の内壁６の上端よりも上方に位置するように上
方に付勢してある。
　上枠１１の障子案内溝１７内には、先に述べたように内外障子２，３の召合せ部上方に
風止め板１９が設けてあり、風止め板１９の垂下片２１には、図１，５に示すように、補
助材７の外壁８が通過できる切欠き３４が設けてある。
　このように、風止め板１９の垂下片２１に補助材７の外壁８が通過できる切欠き３４が
設けてあることで、内障子３を開き側に摺動させたときに補助材７の外壁８が風止め板１
９の垂下片２１と干渉して垂下片２１が損傷したり、内障子３の摺動が重くなったりする
のを防止できる。
【００１５】
　図６は、地震等による躯体の下がりなど、何らかの原因で外障子２と内障子３が下がっ
たときの状態を示している。このように本建具は、外障子２及び内障子３が下がって障子
上部の上枠１１との掛かりが無くなったときに、各障子２，３の上框４に設けた補助材７
の外壁８が上枠１１の室外側垂下片１５と室内側垂下片１０にそれぞれ引っ掛かることで
、外障子２が室外側に、内障子３が室内側に外れるのを防止することができる。
　図７は、外障子２と内障子３を上下枠間に建て込むときの状態を示している。同図に示
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すように、外障子２は室外側から、内障子３は室内側から上下けんどんにて上下枠間に建
て込まれるが、その際に補助材７の外壁８は上枠１１の下面に当たって障子内部に引っ込
むため、支障なく障子２，３を建て込むことができる。
【００１６】
　以上に述べたように本建具は、外障子２の上框４の外壁５と内壁６との間に補助材７が
設けてあり、補助材７は外壁８を有し、上框４の内壁６と補助材７の外壁８とが上枠１１
の障子案内レール９と見込方向で重合しており、補助材７は、外壁８の上端が上框４の内
壁６の上端よりも上方に位置するように上方に付勢してあるので、外障子２が下がって上
框４の内壁６の障子案内レール９との掛かりがなくなっても、補助材７の外壁８が上枠４
の室外側垂下片１５に引っ掛かることで、外障子２が枠１から室外側に外れるのを防止で
きる。
　また本建具は、内障子３の上框４の外壁５と内壁６との間に補助材７が設けてあり、補
助材７は外壁８を有し、内障子３の上部が上枠１１の障子案内溝１７に案内してあり、上
框４の内壁６と補助材７の外壁８とが上枠１１の障子案内溝１７の室内側垂下片１０と見
込方向で重合しており、補助材７は、外壁８の上端が上框４の内壁６の上端よりも上方に
位置するように上方に付勢してあるので、内障子３が下がって上框４の内壁６の上枠１１
の室内側垂下片１０との掛かりがなくなっても、補助材７の外壁８が上枠１１の室内側垂
下片１０に引っ掛かることで、内障子３が枠１から室内側に外れるのを防止できる。
　外障子２及び内障子３の補助材７は、通常の使用状態では上枠１１と当接しないので、
外障子２及び内障子３の摺動が重くならない。
　さらに本建具は、補助材７が上框４の略全長に亘って設けてあるので、障子２，３が下
がって補助材７の外壁８が上枠１１に引っ掛かったときに、補助材７の外壁８が変形しに
くく、障子２，３の外れを防ぐ効果が高い。さらに障子２，３は、上框４の長手方向端部
と縦框（戸先框１２，召合せ框１３）との間に樹脂部品２９，２９を有し、補助材７が両
側の樹脂部品２９，２９の間で上下動可能に保持してあることで、補助材７がスムーズに
上下動し、外れ止め機能を安定して働かせられる。さらに、樹脂部品２９に補助材７の外
壁８をガイドするガイド部３３を設けたので、補助材７がより一層スムーズに上下動する
。さらに、補助材７を付勢するバネ（板バネ２６）を樹脂部品２９に保持したことで、バ
ネが外れたりすることがなく、補助材７に付勢力を安定して働かせられる。
　さらに本建具は、外れ止めのための部品（補助材７、樹脂部品２９及び板バネ２６）が
上框４内に収まり、縦框１２，１３に特別な加工等が不要なため、障子２，３に外れ止め
機能を付加するのが容易である。また、上框４にも外れ止めのための部品を取付けるため
の特別な加工等が不要であり、外れ防止機能付きの障子と外れ防止機能無しの障子で、上
框４を兼用できる。さらに、補助材７と樹脂部品２９と板バネ２６は、外障子２と内障子
３で共通のため、コストを削減できる。
【００１７】
　図８は、本発明の建具の他の実施形態を示している。本実施形態では、内障子３の補助
材７を戸先框１２に隣接する短い範囲にだけ設けており、さらに、内障子３を全開にした
ときに補助材７の外壁８が風止め板１９と干渉しないように、外壁８に切欠き３５を設け
ている。なお補助材７は、先の実施形態と同一の形材で形成している。補助材７の戸先側
（図中右側）に位置する樹脂部品２９は、先に説明した実施形態と同一のものであり、補
助材７の戸尻側（図中左側）で上框４の長手方向中間部に位置する樹脂部品３７は、内障
子３上部の室内外方向の振れを規制する振れ止め（図９参照）と一体に形成してある。
　本実施形態によれば、先の実施形態のように風止め板１９の垂下片２１に補助材７の外
壁８が通過できる切欠きを設ける必要がなく、通常の風止め板を用いることができる。
【００１８】
　本発明は以上に述べた実施形態に限定されない。上框や補助材の形状、材質は、適宜変
更することができる。補助材を上方に付勢する部材の材質、形態は問わない。補助材を外
障子又は内障子の一方にだけ設けたものでもよい。本発明の建具は、引違い窓に限らず、
片引き窓や引き込み窓に適用することもできる。
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【符号の説明】
【００１９】
　１　枠
　２　外障子（障子）
　３　内障子（障子）
　４　上框
　５　上框の外壁（上框の一方側壁）
　６　上框の内壁（上框の他方側壁）
　７　補助材
　８　補助材の外壁（補助材の一方側壁）
　９　障子案内レール
　１０　室内側垂下片（障子案内溝の他方側の垂下片）
　１７　障子案内溝

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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